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まえがき 37 

この規格は，産業標準化法第 16 条によって準用する同法第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人38 
日本ホームヘルス機器協会（HAPI）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準原案を添え39 
て日本産業規格を改正すべきとの申出があり，日本産業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正し40 
た日本産業規格である。これによって，JIS C 9335-2-207:2018 は改正され，この規格に置き換えられた。 41 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 42 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意43 
を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実44 
用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 45 

JIS C 9335 の規格群（家庭用及びこれに類する電気機器の安全性）には，約 100 規格に及ぶ部編成があ46 
るが，この規格ではそれらの一覧の表記を省略した。 47 

なお，全ての部編成は，JIS C 9335-1:20xx の“まえがき”に記載されている。 48 
 49 
 50 



 

 

日本産業規格（案）       JIS 51 

 C 9335-2-207：20xx 52 

 53 

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 54 

第 2-207 部：水電解器の個別要求事項 55 

Household and similar electrical appliances-Safety- 56 

Part 2-207: Particular requirements 57 

for electrolyzed water producing appliances 58 

 59 

序文 60 

この規格は，JIS C 9335-1:20XX と併読する規格である。 61 

この規格の箇条などの番号は，JIS C 9335-1:20XX と対応している。JIS C 9335-1:20XX に対する変更は，62 
次の表現を用いた。 63 

－ “置換”は，JIS C 9335-1:20XX の該当する箇所の要求事項を，この規格の規定に置き換えることを64 
意味する。 65 

－ “追加”は，JIS C 9335-1:20XX の該当する箇所の要求事項に，この規格の規定を追加することを意66 
味する。 67 

変更する箇所に関する情報が必要な場合には，これらの表現に続く括弧書きで示している。 68 

JIS C 9335-1:20XX に追加する細分箇条番号は，JIS C 9335-1:20XX の箇条番号の後に“101”からの番69 
号を付けている。 70 

1 適用範囲 71 

置換（箇条 1 全てを，次に置き換える。） 72 

この規格は，家庭用及びこれに類する水電解器で，定格電圧が 250 V 以下のもの（以下，機器という。）73 
の安全性について規定する。 74 

バッテリ駆動機器及びその他の直流駆動機器についても，この規格の適用範囲に含む。 75 

通常，家庭で用いない機器でも，店舗，軽工業及び農場において一般人が用いる機器のような，一般大76 
衆への危険源になる機器も，この規格を適用する。 77 

この規格では，全ての人が受ける合理的に予見可能な危険性を取り扱っている。ただし，この規格では，78 
通常，次の状態については規定していない。 79 

－ 次のような人（子供を含む。）が監視又は指示のない状態で機器を安全に用いることが不可能な場合 80 



 

 

・ 肉体的能力，知覚的能力又は知的能力の低下している人 81 

・ 経験及び知識の欠如している人 82 

－ 子供が機器で遊ぶ場合 83 

この規格の適用に際しては，次のことに注意する。 84 

－ 主給水管への接続を意図する機器には，追加要求事項が規定されている（水道法参照）。 85 

－ 車両搭載用機器，船舶搭載用機器又は航空機搭載用機器には，要求事項の追加が必要になる場合があ86 
る。 87 

－ 厚生関係機関，労働安全管轄機関，水道当局，その他の当局によって，追加要求事項が規定される場88 
合がある。 89 

この規格は，次の機器には適用しない。 90 

－ 工業目的専用の機器 91 

－ 腐食性又は爆発性の雰囲気（じんあい，蒸気又はガス）が存在するような特殊な状況にある場所で用92 
いる機器 93 

－ 医用機器（JIS T 0601） 94 

2 引用規格 95 

引用規格は，次によるほか，JIS C 9335-1:20xx の箇条 2 による。 96 

追加 97 

JIS C 9335-1:20xx 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－第 1 部：通則 98 

3 用語及び定義 99 

用語及び定義は，次によるほか，JIS C 9335-1:20xx の箇条 3 による。 100 

3.1 物理的特性に関する定義 101 

3.1.9 置換（3.1.9 全てを，次に置き換える。） 102 
通常動作（normal operation） 103 

水道直結式の機器は，表示された定格水量の水を吐水させて運転した状態とし，その他の機器は，次の104 
量の 20 ℃±5 ℃の水を入れて運転した状態 105 

－ 定格容量の表示があるものは，容器の定格容量 106 

－ 定格容量の表示がないものは，容器の容量の約 80 % 107 

3.5 機器のタイプに関する定義 108 

追加 109 

3.5.101 110 
貯槽式の機器 111 
一定時間，貯水している状態（一定時間，一定の水が循環している場合も含む。）で，水を電気分解し112 

てアルカリ性水，酸性水などを生成する機器 113 



 

 

3.5.102 114 
水道直結式の機器 115 
水道などに直結して流水しながら，水を電気分解してアルカリ性水，酸性水などを生成する機器 116 

4 一般要求事項 117 

一般要求事項は，JIS C 9335-1:20xx の箇条 4 による。 118 

5 試験のための一般条件 119 

試験のための一般条件は，次によるほか，JIS C 9335-1:20xx の箇条 5 による。 120 

追加 121 

5.101 機器は，モータ駆動機器として試験する。 122 

5.102 機器に供給する水は，次による。 123 

－ 水温：20 ℃±5 ℃ 124 

－ 電気伝導率：200 μS/cm±50 μS/cm 125 

6 分類 126 

分類は，次によるほか，JIS C 9335-1:20xx の箇条 6 による。 127 

6.2 追加（“機器は，水の有害な浸入に対し，”で始まる段落を，次に置き換える。） 128 

機器は，水の有害な浸入に対し，IPX1 以上でなければならない。 129 

7 表示，及び取扱説明又は据付説明 130 

表示，及び取扱説明又は据付説明は，次によるほか，JIS C 9335-1:20xx の箇条 7 による。 131 

追加 132 

7.101 水道直結式の機器は，定格水量を機器本体に表示又は取扱説明書に記載しなければならない。 133 

適否は，目視検査によって判定する。 134 

8 充電部への接近に対する保護 135 

充電部への接近に対する保護は，次によるほか，JIS C 9335-1:20xx の箇条 8 による。 136 

8.1.4 追加（“その部分を保護インピーダンスによって”で始まる細別の前に，次の細別を追加する。） 137 

－ 水に触れる電極を絶縁変圧器又は保護インピーダンスによって，充電部から分離する場合 138 



 

 

9 モータ駆動機器の始動 139 

モータ駆動機器の始動は，この規格では規定しない。 140 

10 入力及び電流 141 

入力及び電流は，次によるほか，JIS C 9335-1:20xx の箇条 10 による。 142 

10.1 追加（“適否は，入力が安定したとき”で始まる段落の“この場合，機器は次による。”の後に続け143 
て，次の文を追加する。） 144 

ただし，貯槽式の機器は，定格電圧を連続して 15 分間供給したときに測定する。 145 

10.2 追加（“適否は，電流が安定したとき”で始まる段落の“この場合，機器は次による。”の後に続け146 
て，次の文を追加する。） 147 

ただし，貯槽式の機器は，定格電圧を連続して 15 分間供給したときに測定する。 148 

11 温度上昇 149 

温度上昇は，次によるほか，JIS C 9335-1:20xx の箇条 11 による。 150 

11.7 追加（注記の後に，次を追加する。） 151 

機器は，次のように運転する。 152 

－ タイムスイッチをもつ機器は，設定可能な最大の時間に等しい時間運転する。 153 

－ タイムスイッチをもたない機器は，1 時間運転する。 154 

タイムスイッチには，マイクロコントローラを用いた電子タイマを含める。 155 

12 金属イオン系バッテリの充電 156 

金属イオン系バッテリの充電は，JIS C 9335-1:20xx の箇条 12 による。 157 

13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 158 

動作温度での漏えい電流及び耐電圧は，次によるほか，JIS C 9335-1:20xx の箇条 13 による。 159 

追加 160 

13.101 機器の生成水の出口から約 10 mm 離れた下方に金属はくを置き，生成水を連続的に流し，金属161 
はくにその流水を当てたときの金属はくと電源の各極との間の漏えい電流を， 13.2 の規定に従って測定162 
したとき，漏えい電流の値は 0.25 mA を超えてはならない。ただし，保護インピーダンスを用いる機器は，163 
保護インピーダンスを取り付けた状態で試験を行う。 164 

14 過渡過電圧 165 



 

 

過渡過電圧は，JIS C 9335-1:20xx の箇条 14 による。 166 

15 耐湿性等 167 

耐湿性等は，JIS C 9335-1:20xx の箇条 15 による。 168 

16 漏えい電流及び耐電圧 169 

漏えい電流及び耐電圧は，JIS C 9335-1:20xx の箇条 16 による。 170 

17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 171 

変圧器及びその関連回路の過負荷保護は，JIS C 9335-1:20xx の箇条 17 による。 172 

18 耐久性 173 

耐久性は，この規格では規定しない。 174 

19 異常下における動作 175 

異常下における動作は，次によるほか，JIS C 9335-1:20xx の箇条 19 による。 176 

19.11.2 追加（“ゲート（ベース）制御を失ったときに”で始まる細別 g)の後に，次の細別を追加する。） 177 

aa) 電極部間の短絡 178 

20 安定性及び機械的危険 179 

安定性及び機械的危険は，JIS C 9335-1:20xx の箇条 20 による。 180 

21 機械的強度 181 

機械的強度は，JIS C 9335-1:20xx の箇条 21 による。 182 

22 構造 183 

構造は，次によるほか，JIS C 9335-1:20xx の箇条 22 による。 184 

22.33 追加（“適否は，目視検査に”で始まる段落の後に，次を追加する。） 185 

水に接触する電極部を絶縁変圧器又は保護インピーダンスによって充電部より分離する場合，通常使用186 
時に触れることが可能な又は触れるおそれがある導電性の液体，及び接地していない可触金属部に接触す187 
る導電性の液体は，電極部に直接接触してもよい。また，次を適用する。 188 

－ クラス 0 機器の場合，絶縁変圧器は，16.3 の強化絶縁に対する耐電圧試験に耐えなければならない。189 



 

 

その他の機器の場合，絶縁変圧器は，二重絶縁又は強化絶縁構造でなければならない。 190 

－ 保護インピーダンスを用いている機器は，8.1.4 及び 22.42 の規定を満たさなければならない。 191 

クラス 0 機器の絶縁変圧器の一次・二次間を抵抗，コンデンサなどの部品で接続する場合，これらの部192 
品は保護インピーダンスとみなす。 193 

適否は，目視検査及び関連する試験によって判定する。 194 

追加 195 

22.101 貯槽式の機器において，電解槽のカバーを開けたときに，水を電気分解する電極に直接触れる196 
ことが可能な機器は，通常動作時に電解槽のカバーを開けたとき，全極遮断となり電気分解が停止する構197 
造でなければならない。適否は，次によって判定する。 198 

JIS C 0922:2002 の検査プローブ B 及び検査プローブ 18 によって水又は電極に触れる程度に，カバーを199 
開け，IEC 60990:2016 の図 4 に規定された回路を用いて，その電極間，及び各電極と大地との間の電流を200 
測定したとき，0.25 mA 以下でなければならない。 201 

貯槽式の機器において，通常動作時に機器を傾斜させたとき，全極遮断となり，電気分解が停止する202 
構造でなければならない。ただし，蓋をした状態で機器を傾斜させたとき，水が漏れない構造の場合を除203 
く。 204 

適否は，次によって判定する。 205 

機器を傾斜させたとき， IEC60990:2016 の図 4 に規定された回路を用いて，その電極間，及び各電極と206 
大地との間の電流を測定したとき，0.25mA 以下でなければならない。 207 

23 内部配線 208 

内部配線は，JIS C 9335-1:20xx の箇条 23 による。 209 

24 部品 210 

部品は，次によるほか，JIS C 9335-1:20xx の箇条 24 による。 211 

24.7 置換（注記全てを，次に置き換える。） 212 

注記 主給水管に恒久的に接続することを意図しない機器としては，水道一次側で通水を遮断する水道213 
直結式の機器がある。 214 

25 電源接続及び外部可とうコード 215 

電源接続及び外部可とうコードは，JIS C 9335-1:20xx の箇条 25 による。 216 

26 外部導体接続端子 217 

外部導体接続端子は，JIS C 9335-1:20xx の箇条 26 による。 218 



 

 

27 接地の手段 219 

接地の手段は，JIS C 9335-1:20xx の箇条 27 による。 220 

28 ねじ及び接続 221 

ねじ及び接続は，JIS C 9335-1:20xx の箇条 28 による。 222 

29 空間距離，沿面距離及び固体絶縁 223 

空間距離，沿面距離及び固体絶縁は，JIS C 9335-1:20xx の箇条 29 による。 224 

30 耐熱性及び耐火性 225 

耐熱性及び耐火性は，次によるほか，JIS C 9335-1:20xx の箇条 30 による。 226 

30.1 追加（“非金属製の外側の部分，”で始まる段落の後に，次を追加する。） 227 

電極の保持部は，軟化することによって感電の危険が生じるおそれがある場合，十分な耐熱性をもたな228 
ければならない。 229 

注記 101 感電の危険とは，例えば，電極が可触金属部に触れてそのときの漏えい電流が 13.2 に規定す230 
る値を超える場合である。 231 

30.2 追加（“適否は，30.2.1 の試験に”で始まる段落の前に，次を追加する。） 232 

通常の使用状態で，電解槽など，通水する部分にも，この要求事項は適用しない。 233 

31 耐腐食性 234 

耐腐食性は，JIS C 9335-1:20xx の箇条 31 による。 235 

32 放射線，毒性及びこれらと類似の危険性 236 

放射，毒性及びこれらと類似の危険性は，JIS C 9335-1:20xx の箇条 32 による。 237 
 238 

239 



 

 

附属書 240 
 241 

附属書は，JIS C 9335-1:20xx の附属書による。 242 
 243 
 244 
 245 

参考文献 246 
 247 

参考文献は， JIS C 9335-1:20xx の参考文献による。 248 
 249 
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